
ふりがな

登録番号 （新）

所在目録 船引町　第　2　集 18  番

数量

作 成 者 喜次郎ほか三十名 宛 先 孫市右衛門、与三郎 誌面 縦　26.0　cm × 横　92.5　cm

年 代 版面 縦　26.0　cm × 横　92.5　cm

種 類

所 蔵 者 田村市教育委員会 保管場所 田村市船引公民館

保存状況

2026(令和8)年3月31日 記 載 者 郡司　環 確 認 者

田村市文化財（文書）台帳
いしいきょういちけもんじょ

文書名 石井恭一家文書

ふりがな ごはっとしょうもんのこと

資料名 御法度證文之事
1 枚（ 3 枚　含分割）

概
 
 
 
 
 

要

享保十二年

主要部門

形 態

概 要
勝負事や酒の禁止について記された通達文
あらゆる勝負事（賭博）や酒は厳禁である。
もし違反した者があれば処罰を受ける。

来 歴 等

文 献 等 「船引町史資料所在目録第2集　石井恭一家文書」（1979.1） 支配の部  18 番

備 考 諸勝負・酒禁止

登 録 年 月 逸見　克己

（

（

（

（ ） （ （シミ）

支配 土地 人口 年貢と諸負担 村 産業経済（農業・商業・金融）

水利 交通 一揆訴願 宗教 文化 社会治安 その他

大判型 中判型 小判型 一紙 袋入 軸 竪帳 横帳

折紙 絵図 その他

原本 控 下書 写本 抄本 板本 刊本 その他

良好 破損 その他



【オリジナルデータ】

【原文】

ごはっとしょうもんのこと

文書名 石井恭一家文書 資料名 御法度證文之事 頁番号 1 ／ 3

登録番号

田村市文化財（文書）台帳

ふりがな いしいきょういちけもんじょ ふりがな


